
 

問Ⅲ‐１‐②（支部等の組織運営）  

 定款の定めにより、各支部において理事会から独立して事業を運営するため、

支部に所属する会員のみによる選挙で支部の役員を選任し、支部毎に役員会を

設置することはできますか。 

答  

１ 一般社団・財団法人法では、法人のガバナンスを確保するため、法人の重

要事項の意思決定、業務執行の決定、職務の執行を行う機関として、社員総

会、評議員会、理事会、代表理事、業務執行理事などの機関を法定し、その

構成員、招集手続、決議方法、権限、瑕疵ある決議の内容や手続の是正方法

等についてそれぞれ詳細な規律を設けるとともに、機関相互の権限関係を規

定することにより適正な法人運営がなされるよう図られています。 

  このようなことから、法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関（会

議体）を設けて運営する場合には、当該機関の名称、構成及び権限を明確に

し、法律上の機関である社員総会、評議員会、理事会等の権限を奪うことの

ないように留意する必要があります（留意事項Ⅱ－２）。 

 

２ 一般社団・財団法人法の規定により社員総会（又は評議員会）の決議を必

要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会（又は評議員会）以

外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力

を有しないこととされており（一般社団・財団法人法第 35 条第 4 項、第 178

条 3 項）、例えば、定款の定めにより（一般社団・財団法人法上の）役員に該

当する支部長については、社員総会（又は評議員会）の決議により選任する

必要があります。 

 

３ 財団法人及び理事会を設置している社団法人の業務執行の決定は、理事会

が行うこととされており、このうち重要な使用人の選任及び解任などの重要

な業務執行の決定については、理事に委任することができないこととされて

います（一般社団・財団法人法第 90 条第 2項第 1号、同条第 4項）。 

  したがって、例えば、支部長が法人の役員ではなく「重要な使用人」に該

当するときは、理事会において選任することとなります。 

  また、重要な業務執行の決定に該当しない業務執行の決定の場合であって

も、定款の定めにより法律に根拠のない任意の機関を設けて決定させ、理事

会が関与できないこととして、理事会の権限を奪うことは許されません。 

 

４ なお、社員総会（又は評議員会）が役員を選任するに当たって、又は理事



会が重要な使用人を選任するに当たって、支部の会員の意見を参考にするこ

とができる旨を定款等で定めることは可能です（留意事項Ⅱ－５）。 

 

（参照条文） 

一般社団・財団法人法第 35 条 （略） 

２・３ （略） 

４  この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その

他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その

効力を有しない。 

 

一般社団・財団法人法第 90 条 （略） 

２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 

 一  理事会設置一般社団法人の業務執行の決定 

 二・三 （略） 

３ （略） 

４ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することがで

きない。 

 一 重要な財産の処分及び譲受け 

 二 多額の借財 

 三 重要な使用人の選任及び解任 

 四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

 五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般

社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整

備 

 六 第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第百十一条第一項の責任の免除 

５ （略） 

 

一般社団・財団法人法第 178 条 （略） 

２ （略） 

３ この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その

他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その

効力を有しない。 


